
【3 i 25緊急声明】

1971年3月､東京電力は､首都圏-送る電気を作るため､福島の地で､原子力発電を開始

しました｡以来40年間､私たちは､巨大な事故発生のリスク､放出され続ける放射能が環
_〟

境と生物に与える影響､そして残される核のゴミなどについて､不安を抱えながら暮らし

てきました｡

これまでたくさんの福島県民･国民が､原発の危険性について警鐘を鳴らし､事故-の

より根本的な対策と､情報の公開､県民-の説明会の開催などを求め､プルサーマルをは

じめ､設計寿命を超えた老朽原発の酷使など､危険を増大することに対して反対してきま

した｡

3月11日､危惧されていた原発の大事故が､現実のものとなってしまいました｡

原発震災発生から2週間､私たちは混乱と恐怖､故郷と生活を失いつつあることへの悲し

みと憤りの中で､生き延びる道を探しています｡この危機的状況において､以下のことを

緊急に実現することを､国､自治体､および東京電力に対し要望し､皆様のご協力を呼び

かけます｡

1､子どもと妊婦の一刻も早い避難を実現してください｡

放射能の影響を最も深刻に受けるのは､胎児と成長期の子どもたちです｡未来を担う世

代の健康と生命を守るため､政府は被曝の危険の高い地域から､一刻も早く遠方-安全

に避難できるようにしてください｡屋内退避を余儀なくされている30キロ圏内および､す

でに高い空間線量が計測されている地域､風下になりうる地域などを優先して､避難を実

施してください｡

2､ -眉の被曝を避けるため､避難区域を拡大してください｡

現在､避難区域は20キロ圏内に限定されていますが､すでに50キロ離れた福島市内でも

通常の400倍の線量が確認されるなど､放射能汚染は大きく広がっています｡しかし､政府

からの避難指示がないため､多くの県民は学校や職場から離れることができず､被曝の危

険にさらされています｡

政府および自治体は､実際の放射能汚染の状況､気象条件､今後のより深刻な放射能汚

染のリスクなどを十分考慮し､抜本的に避難区域を抜大するよう求めます｡

3 ､安全圏-の移動ができない住民の生活を支え､放射能の危険から身を守るための正し

い情報と物資の提供を早急に実施してください｡
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避難するかとどまるかを選択するために必要な情報が十分にない､高齢や健康上の理由

で移動できない､移動できない家族を置いていけない､避難区域ではないため職場を離れ

られない､そして愛する故郷とこれまで築き上げた生活のすべてを置いていけない､等々

の理由で､今も福島県内には､たくさんの県民が不安を抱えながら暮らしています｡

今､私たちが必要としているのは､パニックを起こさないための不正確な情報に基づい

た｢偽の安心｣ではありません｡正確かつ詳細な情報が必要です｡まず､外部被曝と内部

被曝を明確に区別し､内部被曝の危険性についての正確な情報を提供してください｡水･

大気･食物の放射能汚染に関して現在流されている情報は､急性障害と晩発性障害､内部

被曝と外部被曝を混同していることが多く､これでは､私たちが自分の状況を適切に判断

し行動選択することができません｡また福島原発の状況のリアルタイムの情報､特にドラ

イベントなど大規模な放射性物質の拡散がある場合の予告､爆発のリスクに関する現実的

な予測､そして詳細な気象情報とそれに基づく放射性物質の拡散のシミュレーションなど

を､県民および国民に伝えてください｡

また､遠方-の避難ができない住民は今､正しい情報と生活に必要な物資が届かず､孤

立しています｡こうした人々の安全が守られるよう､生活に必要な物資と放射能被曝から

最大限身を守るための正確な情報と防護用品を政府､県､東京電力の責任において､確実

に届けてください｡

4､福島原発1 0基は廃炉にしてください｡

国と東京電力には､未来の世代も含めた県民と国民の健康と安全､そして国土の保全を

最優先に､この原発事故終息-向けての全力の対応をお願いします｡

私たちは､このような悲劇を生み出す原子力発電所と共存することはできません｡国と

東京電力は､福島原発10基全てを､これ以上放射能汚染を拡散させない方法で廃炉にし､

永年にわたり責任をもって安全に管理することをお願いします｡

5 ､全国の原子力発電所および核関連施設の停止､国の原子力政策の抜本的見直しをして

ください｡

次の巨大地震がいつどこにくるのかは分かりません｡しかし､その日は確実にやってき

ます｡ 3月11日､私たちが経験した恐怖と｢間に合わなかった｣という無念の想いを､他の

地域の人々が再び経験することがあってはなりません｡国と電力会社､各自治体は､最新

の知見と予防原則に基づき､一刻も早く今稼動中の原子力発電所を停止し､最大限の原発

震災防災対策を講じてください｡

国策として原子力発電､核燃サイクル政策を推進してきた国と東京電力ほか関連事業者

は､このような過酷事故を引き起こしたことに対し深く反省し､国民に謝罪し､原子力政

之



策の脱原子力-の転換をもってその巨大な責任を少しでも果たすことを望みます｡

今回の震災･津波･原発事故において､全国と世界の皆様からの温かいご支援に心から

感謝いたします｡また現在も続く福島原発事故の鎮静化のために､生命の危険を冒しなが

ら必死の活動をされている方々-最大の感謝を申し上げます｡

この原発震災によって払わされる多大な犠牲を無にしないために､全ての人々がさらに

何らかの行動を起こしてくださることをお願いします｡

全国のみなさん､私たちの故雛福島に起きている現実を､どうぞ注視し続けてください｡

放射能に県境も国境もありません｡私たちと未来の世代の健康と生命を第-に考えた選択

をするために､正しい情報の公開と､必要な国･自治体の対策を求める声をあげてくださ

い｡

核が引き起こす現実､この悲劇を引き起こした私たち社会の現実に､全ての人々が直面

することからしか､未来-の希望は生まれません｡

震災･津波の被害を受けた東北各地の人々､そして放射能被爆の危険を共有する全国民､

全世界の人々とともに､この厳しい現実から逃げることなく､被害を最小限にとどめ､今

後同様の過ちを犯すことのないよう､人類の勇気と叡智を結集するこ,とを呼びかけます｡

2011年3月25日　ハイロアクション福島原発40年実行委員会

http://hairoaction. Com

info@hairoaction. com

事務局　080-1807-6999
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ハイロアクション福島原発4 0年オープニングイベント
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第1部全国市民交流会｢ふくしま原発の4 0年～原子力の夢と核廃棄物｣参加費500円

2 7日(日)@いわき市文化センター

第2部　チャリティバザール&ミニライブ　入場窓掛

第3部　シンポジウム｢ふくしま原発とわたしたちの未来｣資料代700円

講演:飯田哲也｢日本のエネルギー政策をどう変えるか
～原子力に見る病根と自然エネルギーの可能性｣

パネルディスカッション:佐藤栄佐久､飯田哲也､澤井正子

主催:ハイロアクション福島原発40年実行委員会

designed by

ii欝hn.



ハイロアクション福島原発4 0年オープニングイベント

e3gtL吉原発40年を枕uT的･耕､- :
2011年3月､福島に初めて作られた原発が運転40年を迎えます｡ 40年-これは､当初の設計寿命です｡命　r電‡t

これから私たちは､老朽化･核のゴミ･新たな増設など､様々な問題を抱える｢廃炉の時代｣を生きることになります｡

この時代を､私たちの生命をつなぐ希望の未来にしていくために､原発に依存しない地域社会､エネルギーと私たちの暮らし,･-

これらの問題に深い洞察と新しい提案を持つ方々と一緒に､考えてみませんか!

◆3月26日(土)いわき市健康福祉プラザゆったり舘

第1部:全国市民交流会

｢ふくしま原発の40年～原子力の夢と核廃棄物｣

15:00- 18:00　参加費500円

1.特別講演｢原発と地方自治｣佐藤栄佐久

2,現地報告｢福島原発の40年､現状と課題｣石丸小田部

3,全国からの報告(六ヶ所村.東海村､浜岡､高浜､柏崎.玄海など)

4,意見交換

地場産品もちより全国交流パーティー

18:30 - 20:30　参加費2,500円*宿泊の場合は宿泊料金に含まれます

也宿泊できます

湯本温泉いわき市債康福祉プラザゆったり館に宿泊可能です｡

1泊2食付き(交流パーティー込み) 8,000円

ご予約は090-2024-7012 (古川)まで｡

も託児あります
26日と27日の両日.託児を受け付けます(有料)｡

事前にお申し込みください｡ご予約お聞合わせは事務局まで｡

◆3月27日(日)いわき市文化センター

第2部:チャリティーバザール&ミニライブ

｢私たちの未来とエネルギ-｣

10:00- 13:00/1 F大講義室　入場無料

展禾/廃炉とは､再生可能エネルギーのこれから､など

体験/非電化製品､ソーラー製品､アフリカンドラム入門など

販売/農産物.手作り晶.お弁当､関連書籍など

ミニライブ､カフェコーナー.しゃべり場もあります♪

*収益の一部を｢チエルノフイリ子ども基金｣に寄付いたします｡

第3部:シンポジウム｢ふくしま原発とわたしたちの未来｣

13:30- 17:00/1F大ホール　資料代700円

1.講演｢日本のエネルギー政策をどう変えるか～原子力に見る

病根と自然エネルギーの可能性｣飯田哲也

2.パネルディスカッション

佐藤栄佐久､飯田哲也､ ;華井正子

3, ｢ぶ､くしま原発40年とわたしたちの未来｣アピール

●佐藤栄佐久
(さとうえいさく)

1939年生まれ｡東京大学法学

部卒業｡日本青年会議所副会頭

などを経て､ 1983年参議院議

員初当選｡ 1988年福島県知事

に就任､ 5期18年間に全国知

事会副会長､全国過疎地域自立

促進連盟会長などを歴任｡東京
一極集中に異議を唱え､原発､

道州制などで政府と対決した
｢闘う知事｣｡ 2006年辞職｡

〈講師,パネリスト

●石丸小四郎
(いしまるこしろう)

福島県双葉郡富岡町在住｡ 1970

年代から双葉地方原発反対同盟

の中心的存在として活動｡特に､

福島原発での被曝労働の実態を調

査し､被曝労働者の労災認定に力

を発揮｡すべての原発被曝労働者

に｢健康管理手帳｣の交付を要求し

ている｡

プロフィール)

●飯田哲也
(いいだてつなり)

1959年生まれ｡京都大学工学部

卒業(原子核工学)｡自然エネル

ギー分野で先駆的な活動を続け､

市民風車やグリーン電力などを創

出したソーシャルイノベーター｡

中央環境審議会､東京都環境審議

会､行政刷新会議ワーキンググル
ープ事業仕分け人などを歴任｡日

本総合研究所主任研究員､環境エ

ネルギー政策研究所所長｡

●澤井正子
(さわいまさこ)

1992年から原子力資料情報室ス

タッフ｡原子力資料情報室の核燃

料サイクル問題担当として､長年､

六ヶ所再処理工場間題などに取り

組む｡原子力や再処理､プルサー

マルなど講演会での市民に分かり

やすい話に定評がある｡

『ハイロアクション福島原発40年』のご案内
私たちは､ 2011年3月26日～2012年3月26日まで

の1年間を｢ハイロアクション年｣にしようと､有志によ

り鯖成した実行委員会です｡

皆さんも各地でイベントを企画してみませんか｡核廃棄

物･新しいエネルギー･私たちのくらし･労働者被曝･プ

ルサーマルなどに関わる､独創的で希望のある企画を募集

しています｡

｢ハイロ｣という言葉と,核を越えた新しい未来へのビジ

ョンを､福島県内そして全国に広めていきたいと考えます｡

ご賛同いただけますなら､事務局までご連絡くたさい｡

菓いわき市文化センター　TEL 0246-22-5431

至いわき中央ーCJR常馨線<文化センター周辺> 
歩道凍 にI -水戸 �?�羞�_"鞴��ﾒ鞴�ﾂ�

● 沫��ｨ�*ｸ�2｢ﾘﾋ8棈99uｸ��#ｨ8ﾘ�ｸ5ﾈｴﾉ�"�

いわきEm.言.≡莞新川薗踊.ア扉 

○いわき駅から徒歩1 0分｡　　　　　　　　　　　　　　　○平十五曲目理事場･新川亜車場は､

○常磐道いわき中央i Cから車で1 5分｡　　　　　　　　　　文化センター事務室で3時間分の

無料券を発行してもらえます｡

ハイロアクション福島原発40年実行委員会
実行委員を随時募集しています｡

また､協賛(一口1肌用～)･カンパ(1円～)もどうぞよろしくお願いしますこ

ゆうちょ銀行(店番828)記号18220番号32050281

事務局　979-1307　福島県双葉郡大熊町野上諏訪730

電　話　080-1807-6999

メールinfo@ha五〇actiomcom

サイト　http://hahoactioncom 閉園
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ハイロアクション福島原発40年オープニングイベント

シンポジウム～原発震災の渦中から～開催のご挨拶

ハイロアクション福島原発40年実行委員会委員長宇野朝千(うのさえこ)

本日は､ハイロアクションオープニングイベント　rふくしま原発

40年とわたしたちの未来～原発震災の渦中から～｣にお越しいただ

きまして､まことにありがとうございます｡

3月1 1日､これまでたくさんの市民や専門家が警告を発していた

原発の過酷事故が､現実になってしまいました｡

ハイロアクションのメンバーの多くも各地に避難､オープニングイ

ベントを延期し､県民の避難､放射線防護のための緊急アクションを

展開してきました｡

福島原発事故は未だ収束のめどはたたず､大量に被ばくしながらの

作業が続けられ､放射性物質が大量に環境中に放出され続けている中

で､避難区域にならなかった地域の住民･避難民が被ばくしながらの

生活を強いられており､特に妊婦や子とも達が多大な被ばくのリスク

から守られていない現実があります｡

福島の未来を担う子とも達を守り､いのちのリレーを守るため､私

たちは､全く新しい想像力をもって､福島の今と未来を立ち上げてい

かなければなりません｡

福島原発の40年がもたらした現実に向き合い､福島が原発,核の

一切の幻想から訣別し､真に持続可能な社会をつくる｢決意の地｣と

して､福島は生まれかわらねはなりません｡

その困難な取り組みの第一歩として､本日､ハイロアクション福島

シンポジウム｢ふくしま原発40年とわたしたちの未来～原発震災の

渦中から～｣を開催いたします｡

2011年7月18日
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はじめに･ ･ ･ i 〟 ･ 〟 ･ ･ 〟 ･ ･ i ･ ･ ･ I ･ ･ ･ ･ ･ i i 〟 ･言･ i ･ 〟 ･ 〟 〟 i i 〟 i 〟 ･5

I-　　本法律について広く広報してください｡また､複災地(支援対象地域)住民および全国各地に

散ら凝っている避難移住者蒔よび支援者に対して､公聴会･一説明会･聴き取り調査などを行い､避

難･移住者および被災地住民の生活実態と支援のニーズを広く調査してくださ

い0--･､--_--･--･･･-･･-･･･ I----･6

1､第5条第3項にある｢意見を反映させるために必要な措置｣として政府がこれまでに講じた措

置､これから予定している措置について､詳しく教えてください｡･

2､各種メディアを通して∴この法律について広報してください｡

3､全国各地で､説明会･公聴会を開催するなど､パブリックコメーント以外の方法での､周知と意

見聴取を積極的に行っ'てください｡

4､全国の自治体への周知を徹底してください｡

守､基本方針策定後､支援開始後においても､継続的に､変化する被災者の状況とニーズが拒握さ

れ轟策の改善に活かされるようなしくみをつ`くって下さい｡具体的には､ ①支援対象抱域住民､

避難移住者､支援団体等と､関係行政機関からなる常設の機関を創設し､ ②全国各鞄に｢事故

被災者支援構報センター｣を設置してください｡
(

2･被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方向として､以下の3つを明記し.てくださ

い｡･ ･ ･ ･ . 〟 ･ 〟 〟 i ･ ･ 〟 ･ ･ 〟 ･ ･ ･ ･ ･ 〟 ･ ･ ･ ･ 〟 ･ ･ 〟 〟 i ･ 〟 ･ i ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 9

1､ ｢放射線被ばくを回避する権利の保障｣

2､ ｢居住に関する自己決定の尊重｣

3 ､  ｢『予防原則』に基づく鰹康被害の未然防止1

3-支援対象域域の指定について､以下を要望します∴- - ･ - -; - i - - ら

1､外部被曝〃内部被曝合わせて年間追加線量1ミリシーベルトを基準として下さい占

2:指定が適切になされるように､詳細な土壌汚染調査､地表面での線量実測調査､水･食品など

の汚染検査と内部被曝量推計を早急に実施してく瑳さい｡

3､上記測定が実施されるまでの間は現在得られている文科省兢空モニタリングなどの結果を硬

って措定を行ってください｡

4､事故発生初期の内,外被曝量を鞍廃して指定を行ってください｡`

5､指定外鞄域であっても､個別の被曝状況および被曝に対すろ脆弱性を考慮して､個別対応を可

能にしてください｡

6 ､住民間の分断を生まないための指定法の工夫を港願いします｡

7､汚染状況の詳細調査および内部被曝実態の解明などを進め､これらによって得られた知見によ

って､支援対象地域の指定見直しを継続的に行う旨を明記してください｡

4.被災者が速やかに生活再建し､身体的･精神的･社会的に健康な生活を送ることができるよう

支援することを目的とした,下記のような機能をもつ常設の｢原発事故被災者支援構報センターj

z

園



を全国各地に設置してください｡･ ･ i 〟 ･ ･ ･ 〟 〟 ･ ･ ･ ･ ･ i ･ 〟 〟 ･ 〟 ･ 〟 ･

1 ､被災者支援に関わる情報の収集と公開

①国による薮災者支援精報､全国の民間の被災者支援情報

②損害賠績なぎに関連する情報

③土壌汚染､食品汚染な.どの調査の最新靖報､除染状況についての情報

④被曝による燵療影響に関する研究､被曝防護に関する構戟

2､被災者溝報の収集と被災者台醸搾成･管理

3､各種柏談･カウンセリング

4､被災者と支援者の交流の促進

5､ _被災者同士の交流･ピアサポートの促進

6 ､避難･移住者と地元住民の交流の促進

7 ､地元荘民の理解促進

8 ､支援に関する決定プロセス-の被災者の参加の促進

12

5.支援討象地域以外の鞄域で生活することを選択した被災者の体系的こ継続的な生活再建支援を早急

に実施してください｡･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ i ･ ･ ･ ･ ･ ･書･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 〟 ･ ･ ･ ･ ･ 〟 " ･ ･ ･ ･12

1 ､転居費席の補助および､離れ離れになった家族が会うのに必要な交通費の補助をしてください｡

2､避難者･露程者に､できるだけ長期にわたり､公営･民間の住宅を無償で提供したり､家賃を

補助するなどの手厚い住宅支援をしてください｡現行の住宅支援策との空白期間を生じさせな

いよう必要な措置をとってください｡二次､三次避難に対しても支援をしてください｡被災控

に残した家屋のローン免除や宅地処分に関する支援策を講じてください｡

3､避難した子どもが､可能な限り移動静の生活との継続性をもち､安定した安心できる環露を薙

保するため､保育料や学費の補助,子ども園や学校の理解の促進､親の子育て支援を行ってく

ださいe給食の食材の安全の確保､軽重と靖報公開を行い､学校が各家庭の判断に対して柔軟

な対応をとれるよう指導してください｡

4､避難者･移住者のために､雇用の創出を含めて､職業訓練､求人情報の提供､資金援助などの

積趣的な競繊支援策を展開してください｡

5､生活が安定するまでの間､諸税の減免などの支援を行ってください｡

6 ,支援対象推戴に窪む､または避難･移住した､全ての被災者が健康を確保し,放射線被曝の影響を

最小限にするために､ 『予院原則凸に基づく以下のような健康支援を行ってください｡ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 16

･1 ､疾病の予防書早顛発見を目的とした､無料の包括的な定期燵康診断を､全国で､.生涯にわたっ

て受けることができるようにしてください｡

2､千どもの医藻費を無料に､成人の医療費を減免してください｡また､健康障害をもつ被災者の

うち希望する者には､この医療費減免措置の代わりに､ ｢健康支援金｣の受給を選択できるよ

うにしてください｡

3､全被災者に捷康管理手張を交付し､被災者本人が自らの繕康にかかわる情報を生涯にわたって

管理できるようにしてください｡

3
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4,長期にわたる抵線量内部被曝および外部被曝が健康に与える影響について､ ｢予陳原則｣に立

ち､予節を許さず､科学的な態度で捷康支援を行えるよう､医療従事者に対する支援を､国の

責任で行ってください｡

7.ただちに日本全土の詳細な土壌汚染調査を行ない､食品や飲料水の汚染をより広範かつ綿密に調べ､

全国民に対して調査結果を知　らせる実効性のある措置を　と　って　く　ださ

い｡･ ･ ･ ･ ･ i ･ 〟 ･ ･ 〟 i 〟 ･ , ･ 〟 ･ 〟 ･ ･ 〟 ･ i 〟 〟 ･ 〟 〟 〟 〟 ･ ･ 〟 i ･ ･ ･ , 〟 〟 ･ ･18

8. -　支援対象地域に居住する被災者の生活支援について､特に以下を要望します｡ ･ - - ･ 20

1､被ばくの影響を低減するための保養を定期的に行えるようにしてください｡

2､ホットスポット､マイクロスポットも補足する詳細な汚染調査を継続的に実施し､情報を公開

してください｡

3 ､住民が被曝の影響の低減と危険回避のために必要な情報を公開し､住民に積極的に広報してく

ださい｡

4､余震による4号磯倒壊など1-.二次災害発生に備え､住民の避難と被曝防護のための万全の対策

を､国の責隼で行ってください｡

おわりに･ ･ "･ ･ i ･ " ･一　° ･ ･ 〟 ･ ･ 〟 〟 ･ 〟 ･ 〟 〟 ･ ･ ･ 〟 ･ ･ ･ ･ " ･ 〟 " " ･ ･ 〟 ･ ･20
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はじめに

東京電力福島第-原子力発電所で進行中の原子力事故により､私たちは､未曾有の環境汚染に直

面しています｡東日本の広範囲にわたって放射性物質が抜殻し､住民が放射線被曝にさらされてお

り､長期にわたる恒常的な放射線被曝による鍵康-の影響が懸念されています｡

このため､政府の指定する避難区域外であっても､多くの住民が､いわゆる｢自主的避難｣とい

う形で､避難･移住を行いま~した｡この自主的避難者を含めると､福島県だけでも6万2千人を超

える人々が避難生活を強いられています(20 I 2年1 0月1日現在)｡これに､東北近隣県､関東

地方からの避難者を含めると､さらに多くの住民が,避難をしていると考えられます｡

ここ九州･福岡にも､たくさんの避難･移住者が暮らしています｡そして様々な生活上の困難を

抱えています｡避難･移住者の実態の包括的な把握はされておらず､避難･移住者は｢見えない存

在｣となっています｡そのため､避難･移住生活に特有の生活上の困難･ニーズが見えず､行政や

支援団体が適切な支援を行うことが難しくなっています｡また避難･移住者同士も互いに見つけに

くく､移動先での生活で抱える課題解決を一層困難なものにしています｡

>　遠隔避難移住者の存在-福岡県をはじめ九州各地にも､東日本の広域からたくさんの避

難･移窪者が暮らしています｡

>　支援の不足･不達-自主避難者の多くにとって､公的支援･民間支援は極めて限られてい

るか､殆どない状況で暮らしています｡

>　家族離散-避難者の多くは､母子(または父子)避難で､･家族が離れ離れです｡

>　把握されていない避難移住実態･･･避難･移住者がどこに何人いるのか､生活の実態はどう

であるのか､包括的に把握がされていません｡

>　避難移往者の孤立-避難･移住者同士が互いを見つけあうことが困難なため､避難･移住

者は諷立感･諷独感を抱えています｡

そうした中､ ｢東京電力原子力寄故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支え

るための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(以下､ ｢支援法｣という)｣が成立

しました｡この法律娘､被災地住民および避難･移住者にとって､大変重要な法律であり､この成

立を,こ高ゝら歓迎するものですが､避難･移住者および支援者の多くは､この法律の存在を知りませ

ん｡そこで､避難･移住者および支援者の有志によって実行委員会を結成し､本法律についての学

習会や講演会､ワークショップアンケート調査等を実施してきました｡本要望･提言書は､その

中で寄せられた意見･要望をもとに作成したものです｡被災者のニーズに対応する適切･具体的な

被災者支援策が早期に実施されることを切に願い､龍田いたします｡

5
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1.法律竜三ついて広く広報してく滋さい｡ま充､被災地(支援封象地域)珪民
および全国各地に散ら諾っている避難移住者および支援者に耕して､公聴会･

説明会･捲き取り調査などを希い,避難･移住者および被災地樫民の生活実態
と支援のニーズを底く調査してく淳さい｡

1､第5条第3項にある｢意見を反映さ堪るために必要な措置｣として政府
がこれまでに誇じ尭措置､これから予定している轄霞について.詳しく

教えてく瑳さい｡
2.各種メディアを通して､この法律について広報してく落さい｡

3､全国各地で､説明会･公聴会を擬態するを替､パブサックコメント以外
の方法での､周知,と愚見誌取を積轟的に行ってく港きい｡

4､全国の自治体への周知を徳庵してく湛さい｡
5､基本方針策定後､支援開始後においでも,軽蔑的に､変化する毅炎暑の

状況とニーズが把握され施策の改善iこ活かされるようなしくみをつくっ
て下さいき具体的に鯨､ ①支接封象地域住民､避難移住者､支援団体等

と､関係行政機関からなる常設の畿関を蝕設し､ ②全国各地に｢事故被

災者吏霞措報センター｣を設置してく凝さい｡

去る11月21日福岡市にて開催した支援法福岡フォーラムには､福岡県､佐賀県､長崎県､.熊本

県､宮婿県､鹿児島県､山口県､広島県などからの参加がありましたが､これらの県の避難･移住

者､支援者､行政､一枝市民のいずれにおいても､支援法について全くまたはよく知らないという

状況でした｡支援法第5条第3項には､ ｢政府は､基本方針を策定しようとするときは､あらかじめ,

その内容に東京電力原子力事故の影響を受けた堪域の住民､当該地域から避難しているものの意見

を反映させるために必要な措置を講ずるものとする｣とありますが､法律成立から4か月が経過し

基本方針案をつくっている最中に､このような認知度の低さは大変問題であると言わざるを得ませ

ん｡第5条3項に基づいてこれまで行われた措置､今後行う措置について､詳しくご回答いただき､

かつ填Pなどに逐次公開をしてください｡

被災者は､全国に散らばって生活しており,その全体像は未だ把握されておりません｡孤立して

いる避難移住者も多く､生活基盤も整わず､日々の暮らしに追われている中では､政府が意見反映

のために必要な措置としては､一定期間のパブリックコメント募集など従来の方法では､全く十分

ではありません｡また､本法律に基づいた原発事故被災者支援の実現は､被災者のみならず､被災

者を受け入れる全国のすべての人々にとって極めて重要な問題です｡国の復興予算と人的資源､全

国の自治体とのネットワークを使って､積極的な広報活動と当事者の意見聴取を行ってください｡

具体的には､ ①復興庁の壇Pで､もっと分かりやすく支援法関連の情報を掲載してください､ ②テ

レビ､新聞､ラジオなどマスメディアを通じて､支援法についての情報を広報してください､広報

する内容としては､この支援法の趣旨､基本方針策定中であること､広く国民の意見を求めている

こと､特に寄せてほしい情報､意見の受付慈円､今後の支援開始までのスケジュール等.支援法に

6
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基づいた被災者支援に関連する情報です｡ ③また､被災者に直接関わるのは､都道府県､市町村な

どの行政職員です｡全国の自治体に対する説明･学習会を開催し､周知徹底するとともに､自治体

の広報織や壌Pなども使って住民へ広報をしてください｡ ④全国各地で､支援法に関する説明会お

よび公藤会を開催してください｡これにかかる経費等は､国が負担してください｡当事者団体,支

援者団体などが､支援法に関する説明会･公聴会等の開健をする場合､関係省庁からの担当者の出

席､経費輯助､広報､などの支援を行ってください｡ ⑤方針策定後､支援開始後においても､継続

軸こ､変化する被災者の状況とニーズが把握され施策の改善に活かされるよう､支援対象地域住民､

避難移住者､支援団体等と､関係行政機関からなる常設の機関を創設してください｡また､全国各

地に｢事故被災者支援情報センター｣を設置し､継続的に､被災者･支援者･地域住民-必要な情

報が届き､かつ変化する被災者の状況とニ｢ズの拒握と意見の吸い上げがなされる仕組みを構築し

てください(詳細は12-13ページ)｡

亭シ何十卜占鋤･雷　竜の韻律磨手駒琳観時世ん

この法淳(矛ども･萩策着丈授法)の存在自体鴫日日lて､､71､､ので　基本奇計

を寮をする和こ_独英者の青々に丁寧に説関する掲&.'も-とも-と必要†ごと威ドま

す｡

放炎暑"交接法の成立をもーと多くの国民が知るべを｡回春国民は自国の調音を知

ちな十㌢喜す｡

この交接法の二日‡知らrJウ､ー7.-のでー　周りの避難者の方にも伝えた､､｡

?
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2.被災者生活支軽等拇策の推進に関する基本的方向として､以下の3つを明

記してく瑳さい｡

1 ､ ｢敬前縁被ばくを回避する権利の保障｣

2､ ｢居柱に関する自己決定の尊重｣

3､ rr予防原則｣に基づく健康被害の未然蹄止｣

避難者の多くは､元の居住地において､地域･家族･親族などの人間関係において､被ばく回避

行動や居住地決定についての認識の違いから､衝突や､離婚などの分断を経験しています｡また､

避難移住後も､多くの地域住民が避難移住を正当な選択のひとつとして認識していない場合,孤立

感が高まるなどの問題を抱えています｡これらの幕藤の存在が､住民ひとりひとりの困難･ストレ

スを増大させ､また居住や被曝防護に関する自己決定を著しく阻害しています｡

1､ ｢放射線被ばくを回避する権利｣を等しく保障し､

2､支援対象地域への居住､支援対象地域からの避難q移住､避難･移住先からの帰還についての

自己決定を尊重し､

3､いずれの選択においても､ ｢予防原則｣に基づき健康被害を未然に陳止するために､

被災者の生活支援馨の施策が実施されるものであることが明記されるよう､強く要望いたします｡

これらは､支援策が支援法の目的と基本理念を達成するために不可欠の方向性を示すだけでなく､

人々が広く認識を共有することで､未曾有の義損汚染に直面する日本社会の成員ひとりひとり､ま

たはヨミュニデイがこの問題に有効に対処し､心身の軽蔑を保持するためにも重要です｡

乎シ中一出陣I･ 2巻孔鞠の遜厭が常駐さ瀧る社会を｡

｢秘策地主と!､去って､､ろ青も避難さ打て､､ろ舌も一　掃霊威を措_ておられる青が

少なく+5､､とうかが_て､-ます｡そのようTf青々に｢あなたの･選択は間違って､､ま

せん⊥｣と､､うメ･･,セージを届けろと　ともに一丁祇購うt･避けろ指訓｣が_支素通り｢雅

邦｣と　してある　こ　と　を債えろ　こ　とができたちと思､､ます訂

｢避難し.てきた親は-　内部b･緋串も･軽部狛こ痕tl功一て､､ますo　まずそのたZ,

Tこちか一　木奈の自分を取り扉せるような言S,のケアやサポートシステムか∴怠要です.

故郷の人手こちとの/分封や_避難先の真也の人たちとのム闇関係の大要さで孤勘こ'FI

って､､ます｡｣

｢避難し　たrこ　とへの羅難｡｣

8
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3 :支援親祭地域の措定だついて､以下を要望します｡

I ,外務被曝･内部被曝合わせて車間追加憩室lミリシーベルトを基準とし

て下さい｡

2 ､轄定が適切はなされるように､詳細を土壌汚染請室､地蓑面での憩室実

測調査,水･食品を芝の汚染検査と内務殺睡宣推計を早急に実施してく
詫さい｡

3､土龍測定が実施されるまでの圃姥､軽重得られている文科雷蔵空モニタ
リング恕どの結果を使って措定を行ってく彊きい｡

- 4､事故発生初期の搾e井波疇量を勘案して讃定を行ってく潅さい｡

5 ､藷定外地域で詰っても､植樹の被曝状況および被曝に討する脆弱蛙を考

盛して､個別荒廃を可能にしてく瑳きい｡
6､棲民間の分断を生まない注めの捕定法の工夫をお願いします｡

7 ∴汚染状況の詳細謡蜜および内諾萩提案態の短軸を空を進め､これらによ
って縁ら軌彊知見賎占って､支援封象地域の輯定見彊しを紘寵繊ご行う

雷を明記しでく瑳さい｡

国際放射線防護委員会(ICRP)は､一般公衆の被轟く限度を外部･内郭被曝合わせて年間1ミリ

シーベルトとしていること､原子炉等規制法等の日本国内法においても､公衆の被ばく限度を年間1

ミリシーベルト以下とすることを基準としてきたこと､原発事故に伴う放射性物質の拡散に対応す

るために制定された放射性物質汚染対処特措法とこれに基づく環墳省令は､年間追加線量が1ミリ

シーベルトを超える地域を汚染状況重点調査地域に指定し､法律に基づく土壌等の除梁等の対象と

していること､などから､支援対象地域は､内部･外部合わせての追加被曝量年間1ミリシーベル

トを超える汚染のある瑠璃とすることを要望します｡

この指定が適切になされるように､詳細な土壌汚染調査､地表の線量実測調査､および水･食品

等の汚染検査と内部被曝曇の推計が､早急に進められるように要望します｡必要な精報が繹られる

までの間は＼現時点で得られる､文部科学省航空機モニタリング結果などを用いて､支援対象堪域

措定を行ってください｡

また､事故発生直後の高濃度プル一里こよる内外被曝の影響も考慮に入れ､地域指定を行ってく

ださい｡

さらに､支援対象地域外の住民であっても､個別の被曝状況および､被曝に対する脆弱性を勘案

して,支援対象としてください｡被曝に対する施弱性としては､若年(特に胎児)､陣がいや難病､

基礎疾患を持つことなどが考えられます｡この個別認定を行う､第三者機関の設置を要撃いたしま

す｡

また､住民間の分擬をできる限り防止するために､指定は､原則として市町村単位としてくださ

い｡なお福島県については全域指定を要望します｡

9

/5



卒的-トよ坤･霧東轄討無地堵購つ理事嘱望

一　合国葬紬L:土壌検査をlてベクレル/串の数値をマ･･'プ化してはし､､｡

･安閑腺量和すでrLく土壌汚染度も考慮してほし,､｡

･娘にアレルギーと鳴息があってー　他の毒L-り体調不良(鼻血やリンパ昂腫脹主　局の

シウムがトータル8..調べクレル/串あるのでー　網邦に対応してほし､､

義盛題麗露襲義へ 

:焉.÷ 剪ﾒ苒���凾ﾅ樽堪難/ 弔� �� 

託--I-5-=Sr1-1繋三∴.i-. �� 

i � �� ��一ii_i �� 

-霊r一章繋童謡 繁遜≡_,､ 劔� �� � 

一一墾警蜜竪饗馨 劔� 抱自}襄�ﾘ���� 

*''. � �� � 

て一隻真一一丁● 

/饗襲欝 � ��一筆… .∴∵∴∴ 

三▲ 剞ｿ -.-+.- 剽ェi. ir二二 �� 傚ILｵ�ｨ爾�ﾘ���ﾒﾒ籐L�稗�

二一'｢ー ��

_

∫

.

_

I



4.被災者が速やか提生活再建し.身体的･詣神晒･社会的虻健康な生活を送
ることができるよう支援することを目的とした､下記のよう転機能をもつ常設
の｢殿発事故被災者支援措報センター｣を全国各地に設置してく落さい｡

1 ､被災者支援に関わる情報の収集と公開

①国縮まる毅炎暑支軽騎報､全国の民鱒の被災者支援博識
②損害熔接をf隷こ関連する博識　　　　　　　′

③土壌汚染､食品汚染などの溺重の最新構報､除染状涙についての博識
④被曝による健康影響提関する研究､被態院議さと関する博報

2 ､波炎暑措報の収菜と被災者台帳作成･管理

3､各謹輯報･カウンセリング

4､毅炎暑と支援者の交流の特進

5､被災者同士の交流･ピアサポートの促進
6,避瑳･移住者と地元住民の交誼の促進

? ､地元怪民の理解促進　　1

8､支援だ関する決定プロセスへの報奨者の参加の捏造　_

被災者は､家旗やコミュニティの離散･分離を抱え､被災地においても､避難･移住先において

ら,身体的･精神的｣社会的に鰹やかな生活を再建するための､支援ネットワークの構築を強く求

めています｡行政や民間の支援者も､被災者-のアクセス､被災者のニーズの把握などに困難を抱

え､また支援者同士の連携も十分にできていない現状があります｡

国内避難民の数においても長期にわたる影響の持続という点においでも未曾有の環境汚染が進行

している中で被災者液､今後長期にわたって､居住地の変更を含む生活全嬢にわたる選択の必要

から､多岐にわたる情報と具体的支援へのアクセスが必要となっています｡

また､被災者は避難･移住または保養などで全国各地に居住･潜在をする･こと､全国各地から支

援対象地域-の転居や滞京の機会が生じていること､食品などを通じての低線量内部被曝の影響に

ついて全国的に取り組む必要があること､などから､被災者支援および汚染や被曝防護に関する構

報を集め露供する場所が全国各地に必要です｡

｢
亭シ中一ト序珂･埠　避蹄登楼様々稔生活上の隠密を抱え.孤立しそいます

暮　病気を患って､､ろので二　目膏短毛の交接(壕守一　買､､物､掃除など)が∴患要だがー

交接が薄らilff､､｡灯袖か買えrf､､｡家族(埼五品残してさfこ)とー　Tjかない会

えTL､､｡生活が苦し､､ー　貯金を切り戯して､､ろ｡胞城のんの知り合､,･Bi巧く､頼

り　になるんが､､ff､､｡
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このような状況に対応するため､常設の｢原発事故被災者支援情報センター｣を全国各地に設置し

ていただきますよう､お願いいたします｡このセンターの設置･運営については､以下のような点

を要望いたします｡

①全都道府県および被災者が多や居住している市町村､および設置を希望する市町村に､同セン

ターを設置してください｡

②特報の保筍?閲覧､相談､交流など,上述の必要な機能を可能とする専用スペースを確保して

ください｡

③専属の職員を配置してください｡職員の新規雇用に際しては､被災者枠を設ける等､被災者の

雇用を推進してください｡

④行政･支援団体･被災者･堪元住民などで構成される運営委員会を設置し､共同で運営してい

ける体制をつくって下さい｡

宵シザート軸!･室鏑･公亜鯵椿織の提鱗を

･乞:辛l:避難者等に靖報が罷供･受けられる･球目.一行ける仕組みをっくって､､た

だき　た､＼｡

･やはり十･-も二にも国民会員にわかる窮で倫堰主の-2-失当青報開示が必要だ

と恩､､ます｡これからの田本の毒ども連のためにー　きちんと　した碕報開示がTLに

ょりも必要だと恩､､ます｡その中で　言･･さる人と寄る交接ー避難する人の雇岡

支接ー　毒育て交接!･_　若手者として国民みんffで考え7､､かrIt出目1号fちな､､と

恩､､ます｡

･中学校互に一つの｢披笑着丈接･停戦センター｣をI

･恵んで､､ろ自冶妹で避難者茨泥を把握して晴栽連供｡

･安全で信頼できる医療機関ー　禎装着コミュニティの場所の晴藍の抱供｡

･囲_　轟落体かテレビ等を露岡し_　民閲も含めた初孫窓口の互.鼎を行争う｡

･晴薮堤擦｡盲従和こ行ーTこら情報が受けろこl河ミできろよう_窓口_封毒草でて

き　ろ　よ　う!こな　っ　た-　ち　よ､､｡

アンケートを陣ト命運瞳･務佳善勝手窯涼｣ ｢つ埼脇目を求め鶴博志

･ ｢避難者センター｣がはし､･です｡避難者同士が'っ')がろ†こめの詫複があれ甘辛くrL､､｡

･破堤着目壬の交蕨ができろ瑞をもっと萄ってはし､､｡とくに小さft矛どもを指っママ目

視の文枝を望ん千､､ろんか舞子ちくr:くさん､､ろと思うので､行政のえ裁霧や宏離宮一

見を館などで告知L fこ生　麦流会､やミーティ　ングなどを行なったり　しては日､｡

･甘苦をが集えろ破堤者コミュニティルームをケTtくども寺にtつ侮る｡各地で避難着目

士が-守がろうど恩-てもー　行政車用謡ム晴勘軍費を南に前日再した｡ビアeガウン

セロングができるようIニー　個Z,乍青紫飴･投法+票数に封売し　ては1 ､､
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5.支援親祭地域以外の地域で生活することを選択した被災者の体系的･継寵

的を生活再建支按を早急に実態してください｡

i ､　転屠費用の補助および､離れ離れになった家嬢が全うの磨必要な交通費

の捕物をしてく彊さい｡

2.　避難著e移住者に,できる諾蹄長期にあたり,公営書民間の住宅を無償

で提供したり､家賃を補助するをどの手厚い住宅支援をしてく発さい｡現行
の住宅支援策との空白期岡を生じさせないよう必要な輯壷をとってく瑳さ
い｡二次､三挟遭謀に対しても支援を⊥でく港きい｡被災地に残した家屋の
龍一ン免除や宅地処分に関する支接続を講じてく港さい｡

3､避難した子芝もが､可能を限り移動静の生活との綾織性をもち､安定し
た安心できる琵寵を榛原ずるため,保育料や学費の語物､子ども園や学襟の

理舵の捏造､親の子育て支援を行ってく瑳きい｡給食の食材の安全の読操､

検査と博識公開を請い,学硬が各家庭の判断に対して柔軟な対応をとれるよ
奇韻馨しでく詑きい｡

4､　避難者･移鞋者の珪あほ､雇用の飽田を含めて､職業朝練､求人情報の

琵樵､資金援助などの稜握的な就職支援策を展開してく瑳きい｡
5､　生活が安定するまでの聞,諸説の滅免を答の支援を行ってく港きい｡

支援対象地域から避難･移住を選択したい方､選択された方の､包括拘置継続的な生活再建支

援の早急な実現を望みます｡

まず､経済的に大きな負担となっている､転居費用､離れて暮らす家族に発生している移動費

用の補助が必要です｡遠隔地や離島の場合などは､様々な移動手段が必要な状況があることから､

高速道路無料化に限ることなく､交通費祷助が得られるようにしてください｡このような支援が

実現することで､離れ離れになっている家族が共に過ごす時間を確保し､家庭崩嬢を陳止し,秦

族が協力して生活再建に臨むことができます｡特に､子どもにとっては､離れて暮らす親との時

間を確保するために大変重要な支援です｡また､支援対象地域に居住を続けたいが､子どもは避

難させたい､という方のための支援にもなります｡

弔シ申-ト軸I･?遠隔避難者賭.移動糖が如窃重い負担施i l詰め馬連こじ唱…守

･交通費捕物があっ7.-ら一　夫ともうJ/-し会えます｡夫人の裁好機分往復と&,ども分

属1回奇を補助し　てくださ､､ (羽田⇔福岡･長崎主

｡福燭であ神埼斤幹線での避難が最も多く挨､､で飛行機だが一　文迫素腹を関れずー

上限額を乏めて交通費のサポートを｡

･避難した案旗ー　凄んだけでなく､関東にとどまった家旗も避難先に何庇う当主複し

た｡関東(避難前の居校地)と山口(避難後の居住砧)の往復弟幹線代は嫁棲会

員を合計すると139万5千度‖こTfり大喪fI負担とrf-た｡ `
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第二に､避難･移住先での住居の確保について､多様なニーズに対応できる､手厚い支援をお願

いいたします｡避難されている方の多くが､家族と離れ廃れで生活し､二重生活にかかる経済的負

担が重くのしかかっています｡公営･民間の住宅の長期にわたる無鎗提供､家賃補助を､現行の支

援策との空白期間が生じない彩で､実現してください｡また､受け入れ自治体･地域の空き家･休

耕地対策･町おこしなどと連動した避難･移住者支援ができるよう､受け入れ自治体の支援を行っ

て下さい｡原発事故による避難･移住は､転勤や計画的な移住とは異なり､たとえば､ ｢緊急避難一

婦還-汚染状況が明らかになるなどして再度避難-残っていた家族も合流して移住｣ ｢緊急避難-避

難長期牝の見通しのため転居一家族が新しい職を得て転居｣というように､やむを得ず何度も転居

が必要となる場合が多く､それに伴う経済的負担の増加､生活破壊の危機などが起こっています｡

2次避難･ 3次避難に対しても､ l次避難と同様の支援が得られるようにしてください｡また,避難･

移住に関連する全国の特報に容易にアクセスできるようなしくみを作ってください｡被災地に残っ

た住宅ローンの減免や宅地処分に対する支援も必要です｡

籠三に､避難した子ども-の支援については､子どもが可能な限り､避難静の生活との継続性を

もち､安定した安心できる環環を確保し､擬やかな成長発達を支援するという観点からのきめ細か

な支援をお願いいたします｡被災後､避難するまでの混乱した状況や家族内e学校内での衝突,避

難に伴う揚っき体験などを経験Iしている子どもは多く､そうした体験を消化し､新しい土地で暮ら

していくための援助が必要です｡また､避難･移住を選択した家族が､生活を再建し安定するまで

の間は､親が大きなストレスを抱え生活も不安定であるため､親に対するきめ細かな子育て支援を

お願いします｡子どもが安心して暮らし､学ぶことができるよう､保育支援｡就学支援を行ってく

ださい｡具体的には､保育料や学費の減免､病児保育､出張保育､カウンセリング､被災者受け入

れ学校章子ども園の支援等です｡アンケート結果では､親はとくに､内郭被曝に対する理解を保育

や教育現場と共有し､給食などでの配慮を行ってほしいという要望が強(.受け入れ学校の理解促

進と全国の小中学校の給食に関して､ベクレル検査の実施と公開と希望者にはお弁当を認めるなど

の柔軟な対応を実施してください｡

乎シザート郎!･ま牽腰ず唯事妄諒を蝶統ます

･素手での避難の青はー　泉質Bt一払えTf＼､¥思うので　空､､て､､､ろと　ころを期限fLく入れてはし

ヽ､o

･遊離にかかる丸堪賓_　貸費科を支接して(日､､｡三貴家賃が幸､､.

･福島から避難でさるように一面Ia.木の空き客バンク_休耕田バンクを素食させ一　子の晴報をー

福島県を過し'て冬季野村に届けてほし､･｡

･教会社会の票神化

･保義ム不要の喫絢が簡単にできる措置

一･祇芙漣の値をローンの域免

･根菜地の宅地処分に対すろ交接

･粕のよう宮地域　くその地域全域が対象地域にTfら+1､､ホットスポッlのある場所)からの自

立避難者への交接と1 7ー避難にいり､-I.一交通費･二重生前壷屋rJ Y･の質的を.申請し7.-着に

は支接合を払ってもらえろ線にしてはし､､. (具妹的に､申請者は何に､､く　らかかったか､訟
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すシ捕手曾遵法し霧車軸ヽ

･現盈一幕接の奇どもが､､ますが-避難!,･一上る転校が大変で口こ.自主避難であ-てもー寺庄の

遼華でもー避難先嘉猿転入が余塵ざ二･でも再縁rJ受け,入質の仕組み!こlて下さ.､.避難先で更
にセrゆずー　また昔雷雨客]=より抱榛-凄穀率菅の場合はー　さらl二転殺できろ操lこしてほし

･､でサー起菅の議会ー　チャンスを喜えて下さ､･.

･あの塩練曲アで暗幕育韓が毒すぎるので_　免除や捕鞠をしてはし､.です｡主†こ､入園の奮壷が

麗し､､ので一　再春家産と岡r扱､､にして推し､､です｡

･尊重避難のT.-め_　母親の退転時の:託盟'iどi.一頭箪ます｡東京と福岡の二重生涯のT_-めー　短毛

三二ン営為寵の春賀一婁露貴著で経済勘こ苦窃‥､,ます｡大棚i一房一乗福する交通費
もかさ鬼ー大変.電蚤B:諒こ体裁ネ垂もあや､官撰蕗の検査等を受けた､､し､不要b''多､､虞与

です｡

･繰宵闇･幼潅国縫盲韓を鳶詫授業料の接鵡
･一連魂の薄給暗闘の一時預かり緑青-銃接約
･垂鶉の綾でもをどもむご爆音園に入れろ却巌の憩絹｡

･母番で､､うま毒素よっても　貰う｡虐蒔営どlたくセ､､のでカウンセリングなどの交接を｡

:カウンセラーなどによう家庭布軋･毒どもを預けろ幼掩園ー　擬音園ー　小官穀一　事索棲tLどの給･食が'･ts･緒です｡素路標青函で三陸

あかあう当吏璃された脅　して､､きず｡

を裏付けもttろ賛辞や紅蓮が葉蘭で
老先生i:話す時ー　ちゃんと話せろようl=.汚染の素慰
担げと愚､､圭l I_-｡

電設給食･をセくすかー　検査をしてFi:関する(西日本や安全な地域の食瑞を)｡

給養連接(音を特番)の素襲
撃殺給食での地表連.滴の緻産
原発の映えクについて壷『く数えろべきo　弱毒の否ども7.-ち-は原発手放で大きく絡っ､,てい

ち.薮巽喝iこよってしっ脅当否どもたちを支えろ鮭組みt･年忌!.-.i i/人数官報を早急i=進め

て｡

現行の毒育て交接案出古都に一　報嫁や安全七会盲i=つ､､て知識のある人を相~挨窓口に琵屡｡

夫は東京で自官業をして､､よす,本も東京i=毒草あります､.現在は人言こ棲せ7､､ますが､や

は卸度目:一度は蕃好投で東京に行って､､ます,手技音暗･-I夫の素案上目をん,で､､まので家賃も

かか_7､､主せんでした｡しかし罷免は諺浸して､奮嘆と吏適貴がとても高額で苦芳し7､､

喜す.暫ので一　書ゴ速を預けて私消動こうと愚､､吏lたがー　保育科が詰くて一　億か､てもプラ

スマイナスゼロ｡看2膏もあと馨れ∴　翠も膿盲で慮れ･････｡素暖かだ､､ような気がしてー　軽重

も案で毒どもの母語を17過-.1　7､､要す｡飽きロもそうですがー　否育て交接一　條百科の罷

免喜一　交接を書か句やすくちゃんと公表してはしい｡

避難iできた鶉再_　璃俸蒔･論考蒔一怒涛鵠iこ痕持切って､､ます｡ ‡ず弓の大人たちが､奉

差の高音を取り展やちょうな･15-のケアやサ宗一iシステムが-愚妻です｡故綿のムT_-ちとの缶

蹄やー避難先の上略の人たちどの人間関線の大麦さで孤独になって､､ます｡報が芙頴でな､､
と毒ビ紺青軽やか!こ育ちません｡否育て支蝦と､､う親玉からも親の･ヾ予の安定は怠常です｡そ

してそこ1こ関わるサポート機関と　して清一　行政と闇も勺の強､､地元腔Gなど引手ではrLく_

善事者の声を汲める｢3.日｡故媛繕端的fIキ授産壷をしてきた固体や個ムかし-いり関わる
こ　芝が撃圭1､､です.
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第四に,避難･移住希望者および避難者･移憧者のための､雇用の創出､職業訓練､求人情報の

提撰､資金援助などの積極的な就職支援策をお願いいたします｡これ注生活再建と家族統合の要で

あります｡

その他､生活が安定するまでの閲の諸説の減免をお願いします｡

亨シ輯i叶的遡躍･種蝕擁護語調穀竣　　Il｡

･商え埼轍の･3..'闇､雇闇の劉生ー　手書を瑞める勧喜寿-の責,令の穣先賢缶｡

･避難先にを埴できろよう_　塩劫の雇囁対案で甘く霊魂採域の適を関,､てはし､､｡

･罷職自妹の交接覚まが龍載すらための捷能筆を身i=つけろ交接｡

･母を避難でなく奮譲全員で避難でさらよう_　華苛立-の龍職交接の元素｡

裏　母を避難者!,こ対して桂一シンPr,レマザーと同じよう'L封壷をしてくtlろ場所があ

っ　てほ　し　い｡

･ただでさえ聾乾難｡ワーク･シェア団ジグをもっと凄めるべき｡

･避難者の認識希望者を支援するためのム討バンタム討づくり(榊0号菩化'f I-')｡

･遵穀着手雇った余業を縁自余書とl T発表する｡

･患裸返書が安全で要rts雷罷業を再闇できろよう対案(放射能対し､`込め)をとろ二

之○

･巌経書tLぎー玄表書者の謁媛先での毒素の再垂支蝦｡

･再龍韓までの圭潜貴会支給

アシをートよ珂･讐!語合の糞舞を

∴遼鰻のための転居先圭だ!ま勧圭先での前歯勧毒草素点してはし､"｡

･就職.涼夏っから五､､唱合の葦毛馬蹄駒と籠全域免措置｡

･素収入と魯族掩城によるきめ細か､､薗免｡

･綾取貌･園を質素罷･軸急既･自窃真説･再会緑陰封の職免
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6.支援封象地域㌍住む,まお産遠浅'･移住し起､全ての被災者が健康を礁探

し､放射憩被曝の影響を最小限韓するために､ r予院展則置軽基づく放下のよ

うな健康支援を行ってください｡

1 ､湊病の予院･早期発見を自陣とした.無料の包括輯な定期健康診薪を､

全国で､生涯にあたって受聯ることができるよう虚しでく蒜きい｡

2､子どもの医寮費を築城に,成人の医轟嚢を減免してく浮きい｡ま塩､健

康能書をもつ被災者のうち詩聖する著には､この匪轟賛減免措置の代わり蛙､
｢健康支援金｣の愛縁を選駅できるようにしてく潅きい｡

3 ､金被災者に健康管理手鰹を交科し､被災者本人が自らの健康はかかわる

情報老生漆にわたって管理できるようたしてく瑳きい｡
4 ､長期にあたる低能登内蔀被曝および外請被曝が健康瞳与える影婆だつい

て､ ｢音階原則｣に立ち,事断を許さず､辞書的な難度で健康支詮を希えるよ

う､匪掠従事者韓討する支援を,国の責任で行ってく凝きい｡

東京竃力原子力事故に錬る放射挫物質の飛散により,事故発生初期の内･外部被曝の影響､その

後長期にわたって続く低線量内･外郭被曝の影響について､多くの薮災者が深刻な不安を抱えてい

ます｡支援法第一条にあるように､ ｢当該放射性物質による放射線が人の鍵康に及凝す危険について

科学的に十分に解明されていない｣ ､ことに窪み､被災者の健康確保のための支援は､ ｢予陳原則｣に

のっとり､被ばくによる影響を最小限し､籠康障害の未然防止と早期発見･封建を目的として明記

してください｡特に早急に実現をお願いしたい支援策は,大きく4つあります｡

i ､　今後支援対象地域で生まれ育つ子どもの世代も含めて､全被災者が､疾病予陽と早期発見

のための定期的な健康診断を無料で受けられるような体制の整備をお願いいたします｡この

鍵診は､甲状腺エコー検査など､放射線被曝によって特に発生が懸念される特定の疾患を想

定した検査を含み､かつ､それ以外の疾病や健康状態の変化を攫えることができるよう､い

わ炒る不定愁訴の問診を含む全身の包括的な内容としてください｡支援対象地域に居住する

被災者に対してはとくに､ホールボディカウンターや尿検査な空､内郭被曝線量をチェック

できるようにしてください｡また､被災者は避難賀移住･保養先でも同様の種診が受けられ

るように､全国で鍵診が受け-られる体制を整えてください｡このような籠診体制が整うまで

の間､自主的に健診を受けた費用の鶴助を行ってください｡

2､今後支援対象地域で生まれ育つ世代も含めて､子どもの医療費を無料化してください｡ま

た成人の被災者に対する医療費減免措置もお願いいたします｡また､鍵康障害を抱えた被災

者の申請により､医簾馨減免の代替として｢健療支援金｣が受けられるしくみを作って下さ

い｡

3､全被災者に健康管理手張を交付し,被災者本人が自らの篠康にかかわる特報管理ができる

ようにしてください｡定期健康診断やその他医擦機関等で得られた検査データなどの構報は､

本人に開示され､十分な説明を受けられるようにしてください｡
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4 ､全国の医療従事者に討して､長期にわたる低線量内部被曝･外郭被曝が与える影響を最小

限に食い止め､疾病を早期発見し､被災者の鍵康を支援することができるよう､診藻や筏鬱

のガイドラインや､教育機会の罷供な劫)支援を行ってください①

サンケ-トよIl･暮雪幡軸不良き摺藤の劇讃不車を抱え誓い牽百

一本一番囲って､､ろのは娘の俺期末巌でーリンパ静の腫臨､喜垣が轟､､7､､ま　した

(リンパ静の多くが腫脹して､､ます｡甲探勝検査と扉セシウム敦夫草lて､一重千㌔

ですのでー　尊喜連離して､､妄す｡ ,〟- (中略) ･･･主だ健康が塞く碕ってもー龍も黒め

てくれTt､､し､支接しても　らえT_,､､探淀です｡長崎に､､ろと痘探ー　瞭議が亡､､のでー

雇ってI､､のか部静かつかせ､､です｡母毒だとネ安で_　自殺や在韓の藷が為ると轟

音も　してし　ま､当うになる｡終巻の嘲凄絶_　避難の往宅交接_　交通支援を17も与

え高一　少し希望が見え圭す｡案議会案で　長崎で一之顛閲でもず-_芝蚤ちLI.-ゞ｡

喜寿ある京どもを寿ろ､支えろ国に一緒i=17､､きた､､です｡

乎シサートき坤･ l喜･医療裏籍農鯉診勘l雪

･ ii-･の周りの避難者は一　法どんどが東京首都闘争､らですが一環迫_　甲拭醇棄'酪ー橋本病一　骨接

線絶大などの甲抹醇異常が見-いった古が急増して､､ます｡その絶ー　も巧え五､､俸璃ネ霞も

J:く開きます｡璃ム暗戟Tfので.:,イッダーでもつぶや＼､7､､'3､､責が多､､です｡輯一旗雇

不安を掩えて一ろので_　匠馬体種の整塙を撃みた､､｡

･破け'lく手掻　く板菰)を交付して_　こt吊､与えの健麿韻書t=封忘できるようiJして彊lい｡

･原発盲放南桑の放射能が原因である¥厳密i:寿明で主宰く下もー予防原鄭鵡中電･恕i.一基づ-

て個卵の轟誇･碇.誇窓口を一　国と会頭の農高を棒に開塾するこ　と｡

･受診者かー　自らのデータ等を媛錦上　立ZjL:になれろ説鴎を｡

一　枚曝iこ授緒のある匝寮カウンセラーの駈魔と育成｡

･之期的TL雲幹珍､昂(甲操舵や塔雨読捲れ　一之量Q)'菰曙が奨め吊tた場合ー　免寝癖緒中江止

る病掠Tt I--の継続的検査｡

･東光･関東の腺線量菰嫁の窓fはぎある畦域すべてのをどもの乏朝診蹄綾部字も､屯潰雲翻"の

素話｡甲接線検査結集のデータベース化｡それは上勝_散財縫親書で連ころ病気を蕗緒葡B･一

塩規｡
･福島の毒どもはもちろんだがー　全国の尋ども連の乏鶴亀連詩･(甲接線検査)を園の賛繭で重

･毒どもだけで'iく夫ムもー避難先の妓域で､垂幹で委晴ら掠る.

･血液一　膝などの基本的な検査｡甲抹線の軽電約七検査｡

･級炭素の庭番貴幻域免してはし､､｡

･矛ども秘匿壕は差合票科にしてほし､､｡

･毒排が'みられるムノ-の結線約11医療賛成免措置

･放射操物質の健康影響_養鴫は案燭｡原発事故南桑とお瞬でき暫くても_親笑壷の会て匠療唇

を竿頭免除-｡

6　匹和泉険対象治療f以外の匠膝高　く嶺蚤や漢方) -の葡勅ができる上白･-､現金絡蒋i=し引責

し､･｡放線i.-よる壷操は､薬訓や放射線一による施薬で胆嚢温存雷鳥ろ｡

)
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7.た落ち駐日本全土の詳細な土接汚染讃歪を行ない､食品や飲料水の汚染を

より広範かつ輯誌建議べ､全国民詑討して謡査詰架を知らせる実効樫のある据

置をとってく落さい｡

申シサート討手登録i馳醜悪製糖の諾繍塔構裳を求携観閲

･玉し､､晴韓の璃知･著すし相議を受けろ窓口の設置｡

･まずは全国の薗施療の窓口主暗轍を集約上　浸民に塩解すべき｡

･全国の土壌話薬璃壷(セシウム.ヨウ素ー　プ}中二キム∴叉か稽ンチウムー　-j子.?玉堂

ど)を　してくださ､､.

･-土境域壷(○ベクレル/hq)をふ黒ごと1.-500か砕く与､､好七㌦

･土壌海燕と食品汚韓の情報を｢敏市民に素からエロこ闇毒｡

･全国の適切なデータを求めます.線量が在る確で'･,い貞3_Bこ､舞え姦嶽閲の牽衝もすべき

です｡

･関克全域で避難先の暗渠抹現を土壌蕎姦し宮口ゞ｡

･回春全土の冶染地固､乏けら生る交接､放射線確瞬く内郭･批評)をわかりやすく喜､,た

再毒を生し　てifl十｡

･汚紫球親をー　え-,トでfIく紙で､会頭職に向けて浮き破らせる正装も老妻｡一缶幸i固くち

･､て｡

･活染花に婦遷した､､ム向けl二輪､薬藻親ー　モニタリング璃壷の璃一報芸闘｡

裏　現在のウクライナの真美を知もせる｡

lS
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8.烏援対象地裁性癖瑳する-者の生活支援蛙ついて､特把放下摺豊も
墓圏

1､被ばくの影善を低減-ための保養を定郭的蛙行えるよう瞳してく薄さ
い｡

2､ホットポット,マイクロスポットも補足する詳細端染講を離軸
に葵廃し､宿穀を公開してく瑳さい0

3,億度舷瞳の影響の忠誠と痘険回避の究めに必要輔報翰擬し､住民
に謹撰的輔広報してく港さい0

4,鐘韓よる4号綾-なき,二次焚-生妃憧え､住民の避難と棚勝
護のための万全の封策を､国の責任で行ってく叢書やe

持わ亭=こ

以上が､原発事故子- ･被災者支援法基本方針策恕こ際しての､遠-難輔岡からの要望で

す｡本要望書でも-翻帰してまいりました､避難者･支援者から寄せられたアンケート集計籍栗

を補足資料として添醒ぜていただきますoぜひ､被災者ひとりひとりの声肺を傾けていた瀧

ますようお頗いいたします｡

継続している東京電力原子力事故という惨禍から､ -者ひと-とりが韻ある幸離輔を

回復し､日紐会全体-の復興-を遂げられるよう､被災者､支援者､国､墟方自治翻､風

通しの良いパーけ-シップをもち､協願していくことを､心より願って穿嘘すo

復斯､醸緋で､ -者支援策に携わっていただいている-､どうぞ､よろしく瀬いい

たします｡

2012年12月14蹄

原発事故子ども･霞発着支援転籍岡フォーラム実行委員雲
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